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人 事 委 員 会 告 示
鳥取県人事委員会告示第１号

平成18年鳥取県人事委員会告示第１号（選考により採用する職について）の一部を次のように改正し、平成30

年５月28日から施行する。

平成30年５月28日

鳥取県人事委員会委員長 上 田 博 久

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１・２ 略 １・２ 略

３ 競争試験を行っても必要な任用候補者を確保する ３ 競争試験を行っても必要な任用候補者を確保する

ことができない場合であって、安定的に業務を遂行 ことができない場合であって、安定的に業務を遂行

するため、速やかに欠員を補充する必要があるとき するため、速やかに欠員を補充する必要があるとき

に、個別に人事委員会の承認を要するもの に、個別に人事委員会の承認を要するもの

かつて国又は他の地方公共団体の警察官であった

者をもって補充しようとする警察官の職で、その者

がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会

が認めるもの

(１) かつて国又は他の地方公共団体の警察官で

あった者をもって補充しようとする警察官の職

で、その者がかつて任用されていた職と同等以下

と人事委員会が認めるもの

(２) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に

関する法律（平成14年法律第48号）第４条第１項

の規定に基づき任期を定めて採用される者をもっ

て補充しようとする職

４ 略 ４ 略
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